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お知らせ

（
公
社
）村
上
法
人
会　
早
春
特
別

講
演
会
～
が
ん
は
も
う
怖
く
な
い

～
こ
こ
ま
で
来
た
最
先
端
技
術

時
３
月
３
日
㈫

　
午
後
３
時
30
分
～
５
時

場
大
観
荘
せ
な
み
の
湯

講
愛
知
県
医
科
大
学
客
員
教
授

　
植
田
美
津
恵　
氏

他
地
域
社
会
貢
献
の
一
助
と
し
て
、

福
祉
施
設
に
寄
贈
す
る
タ
オ
ル

（
使
用
済
み
の
タ
オ
ル
で
も
可
）

１
本
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

申
２
月
10
日
㈫
ま
で
に
村
上
法

人
会
（
☎
50
‐
１
８
７
１
）

「
ハ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
い
が
た
」

臨
時
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
開

設
さ
れ
ま
す

　
新
潟
県
婚
活
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
「
ハ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
い
が
た
」
に

登
録
を
お
考
え
の
人
、
す
で
に
登
録

済
み
の
人
で
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
閲
覧

を
希
望
す
る
人
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。（
事
前
予

約
が
必
要
で
す
）

時
２
月
８
日
㈰

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時

場
マ
ナ
ボ
ー
テ
村
上

申「
ハ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
い
が
た
」ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

問
に
い
が
た
出
会
い

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
５
‐
３
８

４
‐
４
１
５
１
）

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
登
記
の

無
料
相
談
月
間
の
お
知
ら
せ

　
新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎
年

２
月
の
１
カ
月
間
を
「
相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
月
間
」
と
定
め
、
相

続
登
記
に
つ
い
て
県
内
各
司
法
書
士

事
務
所
に
て
無
料
相
談
を
実
施
し
て　

い
ま
す
。

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登

記
が
義
務
化
さ
れ
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
相
続
登
記
を
し
な
い
と
、

10
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
お

近
く
の
司
法
書
士
事
務
所
に
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
無
料
で
相

続
登
記
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

期
２
月
１
日
㈰
～
28
日
㈯

場
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

他
執
務
時
間
に
つ
い
て
は
各
司
法
書

士
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
新
潟
県
司
法
書
士
会
（
☎
０
２
５

‐
２
４
４
‐
５
１
２
１
）

相
　談

ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
教
室 

無
料
体
験
会　
参
加
者
募
集
！

時
２
月
28
日
㈯
、
３
月
７
日
㈯

場
総
合
文
化
会
館

内HIPHO
P

ダ
ン
ス

ク
ラ
ス

　
・�

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分　

３
歳
～
小
学
３
年
生

　
・�

午
後
３
時
～
４
時　
小
学
4
年

生
～
高
校
生

定
各
ク
ラ
ス
20
人

他
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
問 

申
愛
ラ
ン
ド
あ
さ
ひ

　
（
☎
72
‐
１
４
４
５
）

ス
ポ
ー
ツ

ホームページ

〈有料広告〉〈有料広告〉

税理士による還付申告無料相談
■問関東信越税理士会村上支部（☎56−7708）

令和８年度　新潟県交通災害共済の加入募集
■問市民課生活人権室（☎53−3363）または各支所地域振興課市民生活室

　各税理士事務所において、以下の人を対象に少額な還付申告相談や申告書の作成を無料で行います。
相談を受ける場合は、税理士事務所へ事前に電話連絡が必要です。
■時２月３日㈫～４日㈬　午前10時～午後４時
■対・給与所得者で医療費控除を受けようとする人
　・年の途中で退職または就職した人
　・年末調整で間違いのあった人　など
相談月日 事務所名 電話番号 事務所所在地

２月３日㈫

金子謙　税理士事務所 080−5073−2294 田端町13番19号
鈴木信嘉　税理士事務所 52−3326 羽黒口10番31号
小田健司　税理士事務所 75−5558 三之町12番９号
伊藤三五郎　税理士事務所 64−1486 関川村大字下関12番地２

2月４日㈬

税理士法人　村山会計グループ 53−2620 山居町二丁目５番26号
加藤明　税理士事務所 62−7688 勝木546番地
木村健太　税理士事務所 53−2218 田端町13番19号
宍戸由喜夫　税理士事務所 56−7708 岩船駅前21番地２

　会員が交通事故に遭われた場合に見舞金を支給する、県内
全市町村共同で行う県民一人一人の助け合い制度です。
　自転車での自損事故も見舞金の対象となります。
　※�新潟県で加入が義務付けられている自転車損害賠償責任

保険などには該当しません
【加入できる人】
　１．県内の市町村に居住して住民登録をしている人
　２．県外に居住しているが、県内の家族と同一生計の人
　　�１・２以外で、県内に居住していて、共済期間内は村上

市に居住予定の人も加入できますので、相談してください。
【会費】
　１人年額500円（インターネット加入：年額400円）
【見舞金額】
　交通災害に遭われた場合、３万円～150万円の見舞金が支
給されます。
（入通院の日数が７日以上で請求できます）
【共済期間】
　４月１日㈬から令和９年３月31日㈬
　※４月以降に加入した場合は、その翌日から令和９年３月31日㈬までとなります
【申し込み方法】
　市報むらかみ２月１日号と一緒に、パンフレットと加入申込書を配布します。
　加入を希望する場合は、以下のいずれかの方法で申し込んでください。
　１．金融機関（ゆうちょ銀行を除く）や市役所、各支所窓口に加入申込書と会費を持参して申し込む。
　２．インターネットで新潟県交通災害共済のホームページから申し込む。（２月３日㈫から申し込み可能）
　３．�自治会で加入申込書と会費を取りまとめる場合は、自治会の役員などに加入申込書と会費を預け

てください。
　　※取りまとめを行わない地区は加入申込書の封筒に集金しない旨を表示します

ホームページ

募
　集

かたるんカフェ リハ大オレンジカフェ
時

28日㈬
午後１時30分～３時30分

20日㈫
午後１時30分～３時

場 マナボーテ村上 新潟リハビリテーション大学
￥ 100円 無料
申 要 無
対 認知症の人やその家族、介護をしている人、家族の介護に備えておきたい人
問 介護高齢課地域包括支援センター（☎75−8937）

１月の認知症カフェ

子育て支援センターを

　　　利用してみませんか？　　　　　　

「子育て支援センター」ってどんなところ？

使ったことない！けど気になる！という方

ぜひ一度遊びにきてみませんか？

場所などの詳細はホームページをご覧ください。

支援センターからのおたよりも掲載中！

ホームページ

●今回から申込書が変わります
　個人情報保護の観点から、加入申
込書に住所や世帯員の氏名の印刷を
やめ、白紙（手書き・２枚複写）の
加入申込書に変更となります。
　現金で支払う場合は、加入希望者
の住所や電話番号、氏名、申込人数、
払込額を記入してください。
●�インターネットでの加入申込がで
きるようになります

　インターネットで加入申し込み（ク
レジット決済）をする場合は１人年
額400円になります。

「大切ないのち」を守るために…


